
 

立川労働基準監督署 安全衛生課 
 

（Ver.2022） 

労働基準監督署等に申請または届け出を行う場合に使用する様式等を掲載しています。 
 

掲載先は下記及び裏面のとおりです。厚生労働省 HP（http://www.mhlw.go.jp/） 

 

 

 

 

 

 

※ 機械で読み取れなくなりますので、印刷した用紙をコピーして使用しないようお願いします。 

ＯＣＲ帳票 ※（様式第３号、様式第６号、様式第１１号、様式第１２号、様式第２１号の２の２、様式第２３

号、有機則様式第３号の２、鉛則様式第３号、四アルキル則様式第３号、特化則様式第３号、高圧則様式第２号、

電離則様式第２号及び石綿則様式第３号、など)について 

これら様式の印刷に際しては以下の注意事項に十分留意の上使用いただきますようお願いいたします 

 

  
 

 

 

 

  

印刷時の注意事項 

必ず[実際のサイズ] 
を選択して下さい。 

印刷後、OCR帳票の 3箇所に「基準マ

ーク（3㎜四方の正方形）」（この用紙の

角に印字してある■）が正しく印刷され

ていることを確認してください。 

大きくずれていると改めて様式に

ご記入いただくことがあります。 

誤印刷例× 

黒点が

正方形

でない 
 

黒点が

かすれ

ている 

厚生労働省ホームページから 

ホームページトップページより 

→［労働基準］をクリック 

→［事業主の方へ］をクリック 

→［安全衛生関係主要様式］をクリック 

すると左記画面が表示されます。 

※ 裏面参照 

 ＯＣＲ帳票については法令により任意の様式

の使用を認めていません（安衛則第 100条） 

印刷は、ブラウザの印刷機

能ではなく、ファイルをデ

スクトップ等の任意のフォ

ルダに一旦保存し、 

Adobe Readerで開き、当該

ソフトの印刷機能を使用 

して印刷してください。 

チェック✔する 

２ページ目以降があるOCR帳

票については、必ず「両面印刷」

を行って下さい。 

保存 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［雇用・労働］の画面 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

［労働基準］の画面 

 

 

 

 

 

 

 
 

［事業主の方へ］の画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［安全衛生関係主要様式］をクリック 

 

⑴ OCR 帳票印刷に使用する用紙については、以下

の条件を満たすもの使用してください。 

大きさ ： A4サイズ 

厚さ ： 坪量６７g/m2 程度（下記⑵参照） 

白色度 ： ８０％以上（下記⑵参照） 

汚れ、曲がり、濡れ、破損、変色等がないこと 

 

⑵ 厚さ、白色度については上記の条件を満たす紙が

望ましいですが、特に白色度が低い紙、薄い紙、

裏写りした紙等を除き、一般的に「コピー用紙」、

「普通紙」、「PPC用紙」等の表示で販売されてい

るものは基本的に使用が可能です。 

様式例 

［労働基準］をクリック 

 

［事業主の方へ］をクリック 
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